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多重債務者対策と多重債務問題の現状
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○ 貸金業者による消費者向け貸付を中心に、巨大な貸金市場が形成

【貸金業者による無担保無保証の消費者向け貸付け（平成19年2月末時点）】

貸付残高 約13.8兆円 利用者数 約1,170万人
（少なくとも国民の10人に1人は、いわゆる消費者金融の利用者）

○ 多重債務問題の深刻化（借り手の返済能力を上回る貸付けが行われ、多重債務者が多く発生）

平成19年2月末時点で５件以上の利用者は約180万人 、これらの者の平均借入総額は約240万円

貸金業法制定以来の抜本改正 （多重債務問題への抜本的総合的対策）

① 貸金業の適正化のための規制の見直し（参入規制・行為規制の強化等）
② 過剰貸付抑制のための総量規制の導入等（年収の3分の1を超える借入れは原則禁止）
③ 金利体系の適正化
④ ヤミ金融対策の強化

※ 多重債務問題の直接の背景として考えられるもの
・ 高金利
・ 過剰な貸付け（貸付けの際に借り手のリスクの把握が不十分）
・ 商品性（借入れが容易であり、金利負担を認識しない返済システム）
・ 借り手の金融知識・計画性の不足 等

（注）数値には､リボルビング契約の契約者で残高のない者及び既に自己破産して残高のない者は含まれていない。
データ出典：全国信用情報センター連合会（現日本信用情報機構）の保有データ

2

多重債務問題と平成１８年の貸金業法改正



５件以上無担保無保証借入の残高がある人数及び貸金業利用者の一人当たり残高金額

（出典）㈱日本信用情報機構

（注） 平成21年３月末までは全国信用情報センター連合会（現㈱日本信用情報機構）の情報。平成22年３月末以降は
㈱日本信用情報機構の情報並びに同社と合併した㈱テラネット及び㈱シーシービーの情報に基づくもの。

3

【万人・万円】

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 ２年

3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末

5件以上
無担保
無保証
借入の
残高が
ある人数

73 84 70 44 29 17 14 12 9 9 9 10

（参考）

319 374 331 257 211 159 140 130 115 115 120 123

3件以上
無担保
無保証
借入の
残高が
ある人数

１人当たり
残高金額

95.7 79.7 67.1 59.0 54.8 52.6 52.4 52.6 52.8 53.0 53.0 53.7
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多重債務に陥る原因

多重債務に陥ってしまったら、まず多重債務相談窓口へ
相談しましょう。ひとりで悩んでいる間にも借金は膨らん
でいきます。

もし、
多重債務を

抱えてしまったら…



「多重債務問題改善プログラム」及び「借り手の目線に立った10の方策」で
主要な課題として掲げられている多重債務者相談体制の整備・強化に関し、
以下の取組みを実施。

○ 各地方財務局・財務支局に相談員を配置し、多重債務者向けの相談業務を実施

○ 全国の自治体に多重債務相談窓口を設置するよう要請

○ 地方自治体の相談機関等との連携を図るため、各自治体等の相談員向けの「多
重債務者相談の手引き」を作成・配布するとともに、その普及を含む相談対応の
向上のための研修会を開催

○ 「多重債務者相談強化キャンペーン」（毎年９～12月）を実施

（各都道府県に呼びかけ、無料相談会の開催等の取組みを重点的に行うもの）
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多重債務者相談体制の整備・強化に係る現在の取組み状況



地方自治体等との連携の状況 （北海道財務局）

北海道財務局
多重債務相談窓口

北海道
（総合）振興局

○北海道財務局（財務事務所・出張所）所在
地以外の地域において、北海道の各(総合)
振興局との共催により、当局の専門相談員
が出張して相談会を開催。
（元年度：後志総合振興局など4回開催）

北海道財務局
多重債務相談窓口

市町村
市民相談窓口

市町村主催の相談会等への
当局専門相談員の派遣

○富良野市から要請を受け、富良野市及び周辺
の4町村の住民を対象とした沿線総合相談会の
ほか、札幌市の生活就労支援センターに当局の
専門相談員を派遣。（元年度：8回）
（借金相談、金融一般の相談を受付）

スキルアップ研修会の開催

○全道の相談員等を対象に、多重債務者対策、
ギャンブル依存症対策のほか、福祉の視点を
踏まえた家計支援に関する知識を深めるべく、
これらの分野の専門家等を講師に招き、スキ
ルアップ研修会を開催。
（本局（参加者：95名））
元年度
◆生きづらさを抱えた人に「家計支援」で寄
り添う
（講師：FP事務所代表 ファイナンシャルプランナー）

◆消費者庁及び金融庁企画市場局 担当者

多重債務相談等勉強会の開催

○消費生活相談、社会福祉、保健福祉、税務
などの地方自治体担当者等を対象として、
当局専門相談員による勉強会、意見交換会
を開催。
（元年度：旭川財務事務所、函館財務事務
所、北見出張所など10回開催）
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○地方自治体等からの依頼により、多重債務
相談等に係る出張勉強会を開催。
（元年度：札幌市（各区役所）、留萌市、
釧路市、知内町、東川町など10回開催）

北海道（振興局）との共催
による相談会の実施



地方自治体等との連携の状況 （東北財務局）

○自治体の施設をお借りして、東北財務局・
各財務事務所所在地以外の地域において、
当局の専門相談員等が出張して相談会を開
催。（元年度：宮城県内４回、岩手県内
10回、秋田県内1回、山形県内４回、福島
県内3回実施）

東北財務局
多重債務相談窓口

市 町 村

市町村広報誌への掲載

○多重債務相談窓口、出前講座のご案内を市町
村広報誌への掲載を定期的に要請（年4回）。
広報誌を見たという相談者が増加している。

○管区行政評価局が仙台市内の商業施設内に
常設している総合行政相談所（通称:行政困
りごと相談所）に、当局から専門相談員を
毎月２回派遣。

市町村相談員向け研修会等への
講師派遣

○各県消費生活センターが主催する市町村消費
生活指導員に対する研修会等において、専門
相談員等を講師として派遣。
元年度:東北４県で４回実施。うち1箇所で、
日本貸金業協会へ講師派遣を要請し、「カウ
ンセリング的アプローチを活用した債務相談
対応と家計管理等」をテーマに実施。

出張無料相談会の開催

出前講座の展開

○金融リテラシーの普及･向上を図るための
｢金融経済教育講座（小中高校生）｣、振り
込め詐欺等の特殊詐欺を未然に防ぐための
｢金融犯罪被害防止講座（高齢者等）｣を、
出前講座として各地で展開。元度302
回実施）

行政困りごと相談所への派遣
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「多重債務者相談強化キャンペーン2020」の概要

１．趣旨

「多重債務者相談強化キャンペーン」は、 「多重債務問題改善プログラム」（平成19年４月20日
多重債務対策本部決定）に基づき、潜在的な相談者の掘り起こし及び常設相談窓口の認知度向
上等を図ることを目的とし、平成19年度より毎年度実施。

２．期間

令和２年９月１日～１２月３１日

３．主催

多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本司法支援センター

４．実施概要

・ 各都道府県・関係団体の共同による無料相談会の開催
・ 都道府県・市区町村や財務局等の常設相談窓口の周知徹底

・ 各都道府県には、金融庁から別途協力を要請しており、キャンペーンのご理解、ご協力を
お願いしたい。
・ 各都道府県におけるキャンペーン期間中の取り組みに当たって、財務局から最大限の貢献
をしたいので、必要があればお声掛け願いたい。

５．実施に当たって
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相談窓口の整備状況

◆ 北海道財務局では３名、東北財務局では８名（本局３名、管内財務事務所各１名）の

専門相談員を配置し、多重債務相談を受付けている。

相談窓口及び担当課

【北海道財務局】

・ 多重債務者相談窓口 ０１１－８０７－５１４４

・ 金融監督第三課 ０１１－７０９－２３１１（内４３１４）

【東北財務局】

・ 多重債務者相談窓口 ０２２－２６６－５７０３

・ 金融監督第三課 ０２２－２６３－１１１１（内３０８０）

・ 青森財務事務所 多重債務者相談窓口 ０１７－７７４－６４８８

・ 盛岡財務事務所 多重債務者相談窓口 ０１９－６２２－１６３７

・ 秋田財務事務所 多重債務者相談窓口 ０１８－８６２－４１９６

・ 山形財務事務所 多重債務者相談窓口 ０２３－６４１－５２０１

・ 福島財務事務所 多重債務者相談窓口 ０２４－５３３－００６４
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